
　　要領』に基づき行うものとする。

１ 受注者は、契約期間中に監督員と協議を行う場合、新潟県CALSシステム（以下

(注２)

２ 受注者は、CALSシステムを利用して、監督員との協議に従い工事完成図書の

　 一部について、電子納品　　を行わなければならない。

３ 工事完成図書の提出方法および提出部数については、電子成果品としてＣＤ-Ｒ

 　２部（枚）および紙による成果品として１部納品するものとする。なお、電子

 　成果品のうち、「新潟県CALSシステムで交換された書類（打合せ簿等）」、

 　「写真」、「参考図」については、電子成果物のみの納品とするが、それ以外

４ 受注者は、CALSシステムを利用して電子協議および電子納品を行うため、イン

 　ターネットが利用できる機器および電子納品のデータを作成するための機器を

　 用意しなければならない。

７ CALSシステムの利用料を支払った時は、すみやかに監督員に支払の事実を報告

　 協議にて定めるものとする。

 　の書類を電子成果品にて納品した場合は、紙による納品も追加するものとする。

５ 監督員が受注者に口頭・電話・電子メール等で指示等を行った場合、後日CALS

６ 受注者は、CALSシステムの利用料を、新潟県よりCALSシステム運営業務を受託

　 システムにより監督員と受注者の両者が指示内容を確認するものとする。

 　している者に支払うこと。なお、CALSシステム利用料として、新潟県CALSシス

　 テム利用登録料を別途積上げ計上している。

 　し確認を受けること。また、支払いの事実を証明する書類（銀行振り込みの写

８ 上記以外の電子協議および電子納品に関する詳細な事項については、受発注者

　 し等）を工事完了時に提出すること。

 　用して電子協議　　を行わなければならない。
(注１)

　新潟県CALS/EC整備行動計画（アクションプログラム）に基づく電子納品対象工

事は、以下の各項により履行するものとする。
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１ 現場代理人の兼任

○
　

追　

加　

特　

記
（
部
・
課
共
通
事
項
）

・　認めない

ことができる期間

常駐を免除する２

　・実施する

　※実施しない

２ 　・実施する

　※実施しない

(注１)電子協議とは、指示・承諾・協議・提出・提示・報告・通知等を、電子化

(注２)電子納品とは、工事完成図書等の最終成果を電子成果品として納品するこ

　　　された書面及びその他資料（図書等）にて行うことをいう。

　　　とをいう。ここでいう電子成果品とは、別途県が公表する　　新潟県策定

　　　の「新潟県電子納品実施要領」に基づいて作成された電子データを指す。

(注３)新潟県CALS/ECホームページにて公表する。

(注３)

　電子検査に係わる詳細な事項については、別途県が公表する　　「新潟県電子
(注３)

検査実施要領」による。

１ １ 　・対象工事である

の管内として扱う。　　本工事は、

※現場代理人の常駐義務緩和に関する特記仕様書 ※請負工事における電子納品に関する特記仕様書 ※地域保全型工事（建築一式工事、電気工事及び管工事）に係る特記仕様書

※県内調達に関する特記仕様書

　　的に採用するよう努めるものとする。また、受注者は、技能労働者の労働条

　　件改善を図るため、労務単価の改善等に努めること。なお、県内企業とは県

　　内に本社・本店を置く建設企業者をいう。

１．受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約先として県内企業を優先

２．受注者は、本工事の施工に関する下請契約において、一次、二次以降問わず

　　県外企業を採用する場合は､着手前にその下請契約先と採用理由を「調達報

　　告書」に記入し、監督員に提出すること。また、県外企業を使用しない場合

通常状態での試験（常態試験）

熱老化試験

圧縮永久ひずみ試験

製品検査

試験名

硬さ、比重、引張強度、伸び

熱老化前後での変化率

（硬さ、比重、引張強度、伸び）

圧縮による残留歪み

外観、寸法、性能

計測項目

※建設現場の「快適トイレ」設置の特記仕様書

１ ・　本工事は、建設現場に設置する「快適トイレ」の試行案件である。

(1) 試行にあたっては『建設現場の「快適トイレ」設置の試行実施要領』に

　　基づき行うものとする。

(2) 快適トイレの手配が困難である場合は、監督員と協議の上、本特記仕様

　　書の対象外とすることができる。

(1) 受注者は、施工計画書作成前に、快適トイレ設置希望の有無について、

　　打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。

・　本工事は、建設現場に設置する「快適トイレ」(希望型)の試行案件である。

(2) 試行にあたっては『建設現場の「快適トイレ」設置の試行実施要領』に

　　基づき行うものとする。

・　本工事は、建設現場に設置する「快適トイレ」の試行案件でない。

※試行実施要領は新潟県ホームページから入手できる。

※施工時期選択可能工事制度に係る特記仕様書

１

２

・　本工事は、工事開始日を、発注者が指定する工事開始期限日の範囲内で受注

　　者が任意に選択できる「施工時期選択可能工事制度」の対象工事である。

※　対象工事でない

３ 落札者が工事開始日の選択を希望する場合は、落札通知の日から起算して

７日以内に工事開始日選択承認申請書により、発注者の承認を受けなけれ

ばならない。

（１）

（２）契約締結日から工事開始日の前日までの間は、主任技術者又は監理技術者

及び現場代理人の配置を要しない。

（３）

行うこと。

工事開始日の前日までの間は、工事の施工（現場事務所等の設置、工場製（４）

４

び「工程表」を提出すること。

※制度の試行要領、様式等は新潟県ホームページから入手できる。

から７日以内に工事に着手し、工事に着手したときは、速やかに「着手届」及

落札者が工事開始日の選択を希望し、発注者に承認された場合は、工事開始日

ける冬期補正、除雪費等）については、受注者の負担とする。

としており、施工時期を選択することにより生じる経費（積雪寒冷地にお

積算にあたっては、契約締結予定日を起算日とした工期日数分を工事期間

落札通知の日から起算して７日以内に契約を締結すること。

作等）を行ってはならない。ただし、現場に搬入しない資機材の準備は可

とする。

（５）

（６）

コリンズの登録は、工事着手後に監督員の確認を受け、着手後、速やかに

電 子 納 品

電 子 検 査

地域保全型工事

の 適 用

建 設 現 場 の

｢快適トイレ｣設置

の 適 用

可 能 工 事 制 度

の 適 用

施 工 時 期 選 択

工事開始期限日

留 意 事 項

そ の 他

　　現場代理人の常駐を免除することができる期間は以下のとおり（ただし、現

　場代理人が本工事と本工事以外の工事を兼任している期間は、以下の期間であ

　っても常駐を免除しない。）

　　常駐を免除する具体的な期間は、請負契約締結後、監督員との打合せにて工

　事打合簿に定める。

※主任技術者又は監理技術者の専任に関する特記仕様書

１ 　専任を要しない期間は、以下のとおりであり、具体的な期間はあらかじめ特記

　仕様書に明記する場合を除き、請負契約締結後、監督員との打ち合わせにて工

　事打合簿に定める。

１．現場施工に着手するまでの期間

　　現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、機材の搬入又は仮設工

２．検査終了後の期間

　　工事完成後、検査が終了し、事務手続き、後片付け等の期間。

３．現場施工着手後の期間

　　自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により工事を全面的に一時中止する期

　　間や、その他、専任の必要がないと認められる期間。

４．工事カルテの登録変更

　　るものとし､専任する期間の変更が生じた毎に登録変更の手続きを行うこと｡

２ ・　あらかじめ明記する場合は、以下の期間とする。

専任を要しない

期 間

期 間 の 指 定

専任を要しない

・　契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始される

　　までの期間

・　建設工事請負基準約款第21条第１項又は第２項の規定により、工事の全部の

　　施工を一時中止している期間

・　以下のものの工場製作等のみが行われている期間

・　現場が完了(必要書類は全て提出済)した後、竣工検査までの間などの工事現

　　場で作業が行われていない期間で､常駐を要しないと認めた期間

※「現場代理人の常駐義務の緩和に係る措置について」は下記の新潟県ホームペ

　ージを参照。

　　第三者による品質証明書類を提出し監督職員の確認を得た場合であっても、

※週休２日促進工事の特記仕様書

１ ・　本工事は、「週休2日促進工事（発注者指定方式）」の試行対象案件である。

　　受注者は、受注後速やかに『営繕工事における週休２日促進工事試行実施要

「週休２日促進

工 事 」 の 適 用

　　工事開始期限日は、令和　年　月　日（契約締結予定日から　日以内）

　　上記１､３で定める専任を要しない期間は､受注者の要請があった場合に定め

　　事等が開始されるまでの期間をいう。）

 　「CALSシステム」という。URL：http://www.niigata.pref.cals-ec.jp/）を利

（https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/dobokukanri/1356751775411.html）

　　工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度「実施工程

　　表」等を提出するものとする。

※　本工事は、「週休2日促進工事（受注者希望方式）」の試行対象案件で、

　　受注者は、受注後速やかに「週休２日促進工事」希望の有無について、打合

　　せ簿により監督員と協議を行うものとする。

　　協議により試行する場合は、『営繕工事における週休２日促進工事試行実施

※試行実施要領は新潟県ホームページから入手できる。

　　領』に基づき、工事着手前に週休２日の取得計画が確認できる「現場閉所予

　　した「実施工程表」等を作成し監督員の確認を得た上で、週休２日に取組む

　　ものとする。

　　定日」（分離発注工事の場合は「現場閉所（現場休息）の予定日」）を記載

　　『営繕工事における週休２日促進工事試行実施要領』に規定する「４週８休

　　以上」を前提に補正係数1.05により労務費（予定価格のもととなる工事費の

　　積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労

　　務費）を補正して予定価格を作成しており、発注者は、週休２日の達成状況

　　を確認し、４週８休に満たない場合、その達成状況に応じて労務費を補正し、

　　請負代金額を変更する。

　　その他詳細は、試行実施要領（令和２年７月20日以降適用）を確認すること。

※特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置に関する特記仕様書

※埋設配管・配線切断事故防止措置等に関する特記仕様書

対象作業１

　既存建物の躯体内の埋設配管・配線を切断する恐れのある作業

　　あと施工アンカー、カッター入れ、はつり、解体、コア抜き等

　　電気設備工事1.3.5(d)、機械設備工事1.3.5(e))による。

２ 事故防止措置等

　① 事前調査

　　　既存図面及び施設管理者からの聞き取りにより、埋設配管・配線の位置を

　　　事前に確認すること。

　② 作業前調査

　　　非破壊検査(電磁波レーダー法、電磁誘導法、Ｘ線法)により、埋設配管・ 

　　　配線の位置出しを行うこと。

　③ 迂回措置　　　

　　　上記①～②によっても埋設配管・配線の位置が確認出来ない場合は、切り

　　　回し等の迂回措置を検討すること。

　④ 被害防止措置

　　(ｱ)原則、工事範囲内の各種設備の供給は、既存ブレーカー、バルブ等で停止

　　　すること。

　　(ｲ)工具は、メタルセンサー付き、またはメタルセンサー付き電工ドラムに接

　　　続し使用すること。

　　(ｳ)重要機器の配管・配線を切断する危険がある場合は、使用配管・配線の迂

　　　回や発電機設置等による措置を行うこと。

　⑤ その他

　　　配管工事のコア抜きに代えて、既存スリーブ廻りを手ハツリするなど、現

　　　地の状況を確認した上でリスクを回避する工法があれば、採用を検討する

　　　こと。

３ 監督員の承諾

　対象作業のある工種は工種別施工計画書に事故防止措置等を記載すること。

　なお、事故防止措置等の費用は変更協議の対象とする。

　
４ 事故発生時の報告

　埋設配管・配線を誤って切断した場合は、直ちに作業を中止し、監督員に報告

　し、指示を受けること。

　　　https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1197303328963.html

・　認める（ ・兼任工事の契約金額が１件あたり3,500万円未満であること(県発

 　注工事全体で3件まで ただし,DX対応している場合は4件まで) 

・金額上限なし(指定工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事)　）

１

料（以下、ゴム製品等とする。）を用いる場合には、同社が製造するゴム製

品等に対して受注者が指定した第三者（東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品

(株)と資本面・人事面で関係がない者）によって作成された品質を証明する

書類を提出し、監督職員の確認を得るものとする。

　なお必要な品質証明は、以下の試験及び検査において、製品に応じて必要

な規格について取得するものとする。

ゴ ム 製 品 等 の

品 質 確 認 等

　　受注者は、東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)で製造された製品や材

※防振ゴム等の製造時検査に係る不正に関する特記仕様書

３．受注者は、本工事に使用する材料について、県内資材で確保できる場合は

　　その優先使用に努めるものとする。

　　なお、県内資材とは以下に該当するものをいう。

 (1) 製造した企業の本社･本店の所在を問わず､県内の工場で製造されたもの｡

 (2) 製造された場所を問わず､県内に本社･本店のある企業が製造したもの｡

４．受注者は、県外資材の調達に当たっては、県内に本社・本店のある代理店か

　　らの優先調達に努めるものとする。

　　なお、県外資材とは県内資材以外をいう。

５．受注者は、本工事に使用する材料について、県外資材を使用した場合は、

　　「工事材料使用承諾願」の提出時、その資材名と県内資材を使用しない理由

　　を「調達報告書」に記入し、監督員に提出すること。また、県外資材を使用

　　ジに掲載されている記入例を参照すること。

　　子データ(EXCEL形式)で提出すること。 なお、記入に当たってはホームペー

６．「調達報告書」は新潟県ホームページから最新のものをダウンロードし、電

　　いう）。

　　あった場合には履行時に修正し提出すること（県外企業とは県内企業以外を

　　は「１．下請契約」を記入せずに空欄のままで提出すること。なお、変更が

　　と。なお、変更があった場合には履行時に修正し提出すること。

　　しない場合は「２．県外資材の調達」を記入せずに空欄のままで提出するこ

後に製品不良等が判明した場合に受注者の契約不適合責任が免責されるもの

ではない。

　　なお､地下の既設配管等の安全確保は改修工事標準仕様書(建築工事1.3.7(4)､

（https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1356857978573.html）

（https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/dobokukanri/1356909107317.html）

（https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1356857978573.html）

２ ゴム製品等の品質確

認をした場合におけ

る契約不適合の取扱い

※設計変更及び工事一時中止に係る特記仕様書

　設計変更及び工事一時中止については、建設工事請負基準約款第19条～第25条

によるところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事設

計変更ガイドライン」の準用、及び「工事一時中止に係るガイドライン」による

１ 特例監理技術者

の 配 置

・　認める

・　認めない

２ 特例監理技術者

の 兼 務

１．本工事において、建設業法第26条第３項ただし書きの規定の適用を受ける監

　　理技術者（以下「特例監理技術者」という。）の配置を行う場合は、以下の

　　(1)から(8)の要件を全て満たすものとする。

　(1) 特例監理技術者の職務を補佐する者（以下「監理技術者補佐」という。）

　　　を専任で配置すること。

　(2) 監理技術者補佐は、当該工事に係る主任技術者の要件を満たす者のうち、

　　　一級施工管理技士補の資格を有する者又は当該工事に係る監理技術者の資

　　　格を有する者であること。

　　　なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定項目は、

　　　特例監理技術者に求める技術検定項目と同じであること。

　(3) 監理技術者補佐は、入札参加資格確認申請書の提出日以前に所属建設業者

　　　と３か月以上の雇用関係を有すること。

　(4) 同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に２件まで

　　　とする。

　　　ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工

　(5) 特例監理技術者が兼務できる工事は、工事現場が本工事と同一の地域振興

　　　局管内の工事であること。

　(6) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主

　　　要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならないものであること。

　(7) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であるこ

　　　と。

　(8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

２．本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務することとなる場合、前項

　　(1)から(8)の事項について確認できる書類を提出すること。

３．本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は

　　配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（CORINS)への登録を行うこと。

　　　期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事

　　　の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の

　　　請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については、これら

　　　複数の工事を一の工事とみなす。

　　（https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1201539661625.html）

　　掲載場所

（そのⅠ）仕様書(共通事項)

　(1) 工事の品質確保、安全性の確保、公正な契約締結の促進及び適切な労働条

　　件の確保を図るため、下請けは二次までとする。

１ 下請負する場合

　※対象工事でない

　(2) 工事を落札した建設業者（以下「直接元請負人」という。）は、原則とし

　　て、管内に本店又は支店を有する下請負人へ下請負すること。また、再下請

　　負する場合も同様とする。ただし、これによりがたい場合は、発注者と協議

　　の上、決定するものとする。

　(3) 直接元請負人は、(4)及び(5)の条件の履行の確保を図るため、工事現場毎

　　に、一次下請負人及び二次下請負人を指導する責任者（以下「下請負人指導

　　責任者」という。）を配置し、下請負人指導責任者配置届（様式１）を工事

　　着手届に併せて監督員へ提出すること。

　　ただし、下請負人指導責任者は現場代理人と兼ねることができる。

　　「建設業法令遵守ガイドライン・チェックリスト」（様式３）により、建設

　　法の規定を遵守させること。また、「施工体制チェックリスト」（様式２）､

　(4) 直接元請負人は、自社及び下請負人に対して、一括下請負の禁止、建設工

　　事の現場における専任技術者の設置、適切な下請取引の確保等に係る建設業

　(5) 直接元請負人は、技能労働者の労働条件の改善を図るため、一次下請負人

　　及び二次下請負人に対し、社会保険・労働保険・建退共等への加入について

　　指導すること。また、賃金については、公共工事設計労務単価と比べて合理

　　的理由なしに著しく下回ることのないよう指導すること。

　　ントを適正に交付若しくは充当するとともに、１件あたりの契約金額が500

　　万円（消費税等相当額を含む。）以上の場合は、工事が完了したときに、発

　　注機関へ「建設業退職金共済証紙購入状況報告書(地域保全型工事用)」（様

　　式４－１及び様式４－２）又は「建設業退職金共済退職金ポイント購入状況

　　報告書(地域保全型工事用)」（様式５－１及び様式５－２）を提出すること。

　(6) 直接元請負人は、下請負人に対して建設業退職金共済証紙又は退職金ポイ

　　建設業経営強化融資制度」などを積極的に利用することにより、下請負人の

　　資金需要に対し、的確かつ迅速に対応し、請負代金等を巡る紛争が生じない

　　ように努めること。

　　図を作成し、その写しを発注機関へ提出すること。

　(7) 直接元請負人は、県の前金払い・中間前金払い・部分払い制度及び「地域

　(8) 直接元請負人は、下請契約を締結したときは、施工体制台帳及び施工体系

　　業法令遵守状況を点検すること。

下請負しない場合２

　　工事が完了したときに、発注機関へ「建設業退職金共済証紙購入状況報告書

　　(地域保全型工事用)」（様式４－１）又は「建設業退職金共済退職金ポイン

　　ト購入状況報告書(地域保全型工事用)」（様式５－１）を提出すること。

３ 報告書の様式

　各種報告書等は､新潟県ホームページから最新のものをダウンロードすること。

　　１件あたりの契約金額が500万円（消費税等相当額を含む。）以上のときは、

　https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/dobokukanri/1194797758071.html

２ 地域保全型工事

の 実 施

こととする。

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(令和4年4月改訂)
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